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施策１ 地域経済基盤づくり 

基本方針                                          目標指標 

●企業の経営基盤の強化を支援し、さらに市産品のブランド化や販売促進に力を注ぐこ

とで市内産業の経済活動を活発化します。 

 指標 前期現状(年度) 前期目標(R2) 現状(年度) 目標値(R7) 

 この施策の推進が図られていると感じる人の割合[%] 23.8(H27) 現状値を上回る 27.0(R1) 現状値を上回る 

 市内事業所の従業者数[人] 197,215(H26) 
全国における 
伸び率を上回る 

－ 廃止 

 技能検定等受検手数料助成金交付件数[件] 17(H29) 新規 42(R1) 100 

 
市内総生産額[百万円] 1,337,663(H24) 

県内市町村に 
おける伸び率を 

上回る 
1,446,635(H29) 

県内市町村に 
おける伸び率を 

上回る 
 

 キーワード 主な背景事象 単位施策 主な取り組み 

１ ●中小企業への制度融

資の充実 

●市内企業の販路拡大

支援 

●地域貢献活動を行う

事業者の存在 

●事業承継の支援 

●創業・起業の支援 

●市内中小企業の経営基盤を強化するため、事業者の積極的な財務状況の改善、

研究開発・設備への投資、品質管理の高度化といった活動を促す必要があり

ます。 

●地域経済の活性化のため、全市をあげて市産品の活用を促進するとともに、

販路の拡大を支援していく必要があります。 

●鋳物・機械・植木などをはじめとした本市の産業は、次世代の経営者が不足し

事業承継が難しくなっています。 

●中小企業が減少している中で、民間活力を高めていくためには、地域の開業

率を引き上げ、雇用を生み出し、産業の新陳代謝を進めていくことが求めら

れています。 

企業経営の強

化支援 

●市内中小企業などの経営基盤強化のため、事業に必要な運転資金及び設備資金の制度融資

の充実を図ります。 

●市産品の活用促進イベントや庁内消費などの取り組み、市民消費活動の促進により、市内

経済に波及効果を及ぼし、産業の活性化を図ります。 

●地域社会への貢献活動を行う市内事業者などを支援するとともに、積極的に市内外へ PR

し、事業者の社会的信頼の向上及び販路拡大を図ります。 

●後継者の人材育成や M＆A等の｢第三者承継｣の支援をすることで、今ある会社を次世代に引

き継ぐ環境づくりを目指します。 

●創業・起業に関するセミナー・講習会や、専門家による個別相談などの取り組みにより、

創業希望者の課題解決のための支援を行います。 

２ ●少子高齢化社会にお

ける労働力の確保 

●女性の社会進出を支

援 

●川口若者ゆめワーク

での就職支援体制 

●少子高齢化社会下での労働力人口の減少により、市内企業での労働力の確保

が懸念されています。 

●日本は欧米に比べ女性の社会進出は遅れており、指導的地位に占める女性の

割合も低くなっています。 

●若者をはじめ、幅広い年代の求職者を対象に就職の支援をし、生活を安定さ

せることが望まれています。 

就労環境の向

上 

●合同企業面接会や地元企業見学会などにより、市内企業の人材確保に繋がる支援をし、企

業活動・雇用の安定を図ります。 

●女性のさらなる社会進出を支援する事業の実施により、企業内で女性が活躍する場を増や

し、市内企業の成長、市内産業の活性化を図ります。 

●川口若者ゆめワークにおける就職支援セミナーを行うことで、就職者数を増加させ、市民

生活の安定を図ります。 

３ ●産業クラスターの形

成に向けた取り組み 

●市内中小企業の存続・発展のためには、企業が互いに連携し、時代のニーズに

合った新たな商品の開発や新分野への進出を促進していくことが求められて

います。 

企業間連携の

支援 

●産業クラスターの形成などに向けた取り組みを推進し、新分野進出や事業受発注、新製品

開発などの企業間連携を支援します。 

●商工会議所・商工会などの活動を支援します。 

４ ●技術・技能の後継者

不足 

●若者の就業者の比率が減少傾向であるために、市内製造業における技術・技

能の後継者が不足しています。 

●市内製造業に在籍する卓越した技術・技能者を多くの市民に認識してもらう

ために、広く周知していく必要があります。 

担い手の育成

と技術の振興 

●ものづくりイベントを通じて年代を問わず多くの市民が職人と接し、その高度な技を直接

感じるとともにものづくりの楽しさを体験し、技術・技能を尊重する街づくりを図ります。 

●卓越した技術・技能者を顕彰することで企業内外における評価を向上させ、担い手を確保・

育成し、市内製造業の活性化と技術の振興を図ります。 

 

  

対応する主な
SDGs のゴール 
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施策２ 活力ある工業等の振興 

基本方針                                             目標指標 

●高い技術力を活用した製品の高付加価値化や積極的なＰＲといった差別化を図る活動を

支援し、ものづくり産業の振興を図ります。 

 指標 前期現状(年度) 前期目標(R2) 現状(年度) 目標値(R7) 

 この施策の推進が図られていると感じる人の割合

[%] 
31.4(H27) 現状値を上回る 32.8(R1) 現状値を上回る 

 従業者数（製造業）[人] 22,242(H25) 
全国における 

伸び率を上回る 
22,866(H30) 

全国における 
伸び率を上回る 

 製造品出荷額[百万円] 439,338(H25) 
全国における 

伸び率を上回る 
495,006(H30) 

全国における 
伸び率を上回る 

 

 キーワード 主な背景事象 単位施策 主な取り組み 

１ ●グローバル社会にお

ける競争力強化の必

要性 

●グローバル化による新興国との競争激化によって、円安の状況においても、

輸出増に結びつきにくい経済環境となっています。本市では鋳物・機械・木型

といった代表的な工業が発展してきましたが、これらの産業界においても、

国内だけでなく国際的な競争力が不可欠となっています。 

ものづくり産

業のさらなる

振興 

●市内企業の競争力を高めるために、技術力の維持強化や製品の高付加価値化、製品の PR、

販路拡大の支援を行い、ものづくり産業の振興を図ります。 

２ ●企業立地の推進によ

る地域経済の活性化 

●地域経済をさらに活性化させていくため、市内中小企業の事業拡張や市外か

らの企業立地を、さらに強力に支援していくことが求められています。 

●都市化の進展による工業地域への住宅立地が進み、地域住民と事業者が協調

したまちづくりが求められています。 

企業立地及び

業務拡張等の

支援 

●市内企業の新規事業及び事業拡張などを支援するとともに、市外企業の市内への進出を促

進するため、補助や融資を行います。さらに企業が立地できる環境を整備します。 

●企業が、地域との良好な関係を維持するために、地域の一員としてコミュニティ形成を図

る活動を支援していきます。 

 

事業所数 

 

 

 

 

 

 

 

従業者数 

 

 

 

 

 

 

 

製造品出荷額等 
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資料：工業統計調査、経済センサス 
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SDGs のゴール 
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施策３ 活気ある商業の振興 

基本方針                                             目標指標 

●人々が買い物を楽しめる商業環境づくりと、地域に密着した商店街の魅力づくりを支援

し、商業の振興を図ります。 

 指標 前期現状(年度) 前期目標(R2) 現状(年度) 目標値(R7) 

 この施策の推進が図られていると感じる人の割合[%] 59.1(H27) 現状値を上回る 59.3(R1) 現状値を上回る 

 従業者数(卸売業・小売業)[人] 26,913(H26) 
全国における 

伸び率を上回る 
30,842(H28) 

全国における 
伸び率を上回る 

 年間商品販売額[百万円] 1,051,832(H26) 
全国における 

伸び率を上回る 
1,122,968(H28) 

全国における 
伸び率を上回る 

 

 キーワード 主な背景事象 単位施策 主な取り組み 

１ ●大型店やチェーン店

の進出 

●インターネットショ

ッピングの利用増加 

●消費者ニーズの多様

化 

●消費者の高齢化 

●空き店舗の増加 

●大型店やチェーン店の出店、インターネットショッピングの利用増加は、個

店の事業活動や利用者の消費行動に大きな影響を及ぼしています。 

●消費者ニーズの多様化は、商店街にとって脅威となる一方、ビジネスチャン

スであるともとらえられます。 

●消費者の高齢化に伴い、商業活動においても高齢者への配慮が必要となって

きています。 

●商店街は、地域経済において重要な役割を担うとともに、地域の暮らしを支

える生活基盤として多様なコミュニティ機能も担っています。 

にぎわいある

商業活動の振

興 

●多様化する消費者ニーズに応えるため、大型店などとの差別化を図りつつ、個店の特性を

活かした個性的で魅力ある商店街づくりを支援します。 

●空き店舗対策等、商店街の良好な景観づくりを支援します。 

●商店街を核とした地域コミュニティの醸成や高齢者にやさしい施策を展開することで、地

域の暮らしを支える商店街の魅力づくりを支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：商業統計調査、経済センサス 

※平成 26年調査は、日本標準産業分類の第 12回改定及び調査設計の大幅変更が行われた 
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施策４ 魅力ある農業の振興 

基本方針                                             目標指標 

●歴史と伝統を誇る植木を中心とする花きや野菜といった本市の農産物（生産地）のブランド

力向上と販路拡大を図るとともに、首都圏で貴重な農地を保全する仕組みを作ることで、都

市農業の振興につなげていきます。 

 指標 前期現状(年度) 前期目標(R2) 現状(年度) 目標値(R7) 

 この施策の推進が図られていると感じる人の割合[%] 45.7(H27) 現状値を上回る 47.4(R1) 現状値を上回る 

 
市内総生産額（農業）[百万円] 1,306(H24) 

県内市町村に 
おける伸び率を

上回る 
1,516(H29) 

県内市町村に 
おける伸び率を

上回る 

 市民農園区画数[区画] 492(H26) 572 区画 741(R1) 951 

 

 キーワード 主な背景事象 単位施策 主な取り組み 

１ ●農業者の高齢化と後

継者の不足 

●「植木の里・安行」ブ

ランドの強化 

●ブランド強化による

本市の農業 PR や販

路拡大の必要性 

●（仮称）赤山歴史自

然公園の整備 

○新市街化調整区域にお

ける農業振興事業計

画の認定 

○新グリーンセンターの

再整備 

●都市化の進展により農地は減少し、さらに農業者の高齢化や後継者不足によ

り農家戸数は減少の一途をたどっています。また、耕作放棄地などの問題も

抱えており、都市農業はますます厳しい状況となっています。 

●江戸時代から続く「植木の里・安行」ブランドなどをはじめ、本市は植木を中

心とする花きの産地として知られておりますが、近年では売上が低迷してい

ます。 

●都市農業のメリットを活かすため、市民農園や６次産業化をはじめとした農

業の新たな形態に関心は高まっています。 

○新グリーンセンターは、開園から 50年以上が経過し、園内の施設、設備及びイ

ンフラ等の老朽化による不具合や、園路の地盤沈下が顕著に現れてきていま

す。 

都市農業の振

興 

●川口緑化センターや市内外のイベントで本市の農業をアピールするなど、緑化産業や伝統

野菜といった地域における特色ある農産物のブランド力を強化し、さらに流通拠点の機能

強化や農業協同組合などとの連携により販路拡大を図ります。 

○新川口市立グリーンセンター活性化基本計画に基づき、園内の施設及び設備等の改修や再整

備を推進し、安全性の確保と市民サービスの向上を図ります。また、植物園及び公園とし

ての魅力を発信し、川口緑化センターやイイナパーク川口などの周辺の施設とともに、本

市の観光に資する場として活用し、観光客の誘致による地域の活性化を図ります。 

●グリーンセンターにおいては、植木を中心とする花き園芸の啓発及びイベント等を実施し、

緑化産業の振興を図ります。 

●都市農業の経営を支援するとともに、企業・団体間の連携などによる、消費者にとって魅

力ある農産物・加工品の生産を支援します。 

●市街化調整区域内の対象区域において、農業振興施設（農家レストラン等）の設置など農

業振興に資する事業計画を認定・支援し、地域の振興や都市農業の活性化を図ります。 

２ ●都市化による農地の

減少 

●防災やレクリエーシ

ョンといった都市農

業機能の役割 

●首都圏において、まとまった農地の存在は、防災やレクリエーションなどの

観点からも重要であり、都市農地を保全する必要性が高まっています。 

●農地と住宅が共存していくためには、相互の理解が必要となっています。 

都市農地の保

全 

●営農困難な農地を、市民が親しみやすい市民農園や、観光農園として活用する取り組みを

支援するとともに、生産緑地の指定により、農地の減少を抑え、都市農業としての機能や

価値を高めていきます。 

 

農業の推移                                資料：埼玉県の市町村民経済計算 

 

 

 

 

 

 

  

平成2 3 年度 平成2 4 年度 平成2 5年度 平成2 6 年度 平成2 7年度 平成2 8 年度 平成2 9 年度

市内総生産額(農業）(百万円) 7 1 8         9 4 1         1,12 1       1,2 6 7      1,4 3 1       1 ,5 13       1,5 16       

対応する主な
SDGs のゴール 
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施策５ 地域資源の活用 

基本方針                                             目標指標 

●本市が持つ多種多様な魅力と誇りを育み、市内外に発信していくことで、多くの交流

や活動を生み出し、まちを元気にしていきます。 

 指標 前期現状(年度) 前期目標(R2) 現状(年度) 目標値(R7) 

 この施策の推進が図られていると感じる人の割合[%] 30.9(H27) 現状値を上回る 31.2(R1) 現状値を上回る 

 記者会見・記者発表・資料提供件数[件] 379(H26) 420 395(R1) 廃止 

 記者会見・記者懇談会資料提供件数[件] 44(H26) 新規 33(R1) 40 

 1110city.com のページビュー月平均件数[件] 76,402(H25) 84,000 26,432(R1) 廃止 

 川口市公式 Twitter フォロワー数[人] 279(H30) 新規 2,365(R1) 10,000 

 

 キーワード 主な背景事象 単位施策 主な取り組み 

１ ●誇れる文化や芸術 

●多様な伝統芸能・祭

り 

●（仮称）赤山歴史自

然公園の整備 

●地域の魅力を市内外

へアピールする必要

性 

●本市はものづくり・植木のまちとして発展してきましたが、それらの産業と

合わせて、本市の魅力を形成している豊かな自然や地域に根ざした文化芸術、

さまざまな祭りなど、多様な地域資源を、本市の魅力として発信し、集客や交

流、ブランド力の向上などに活かしていくための戦略が求められています。 

 

 

地域資源を活

用したシティ

プロモーショ

ンの実施 

●東京と隣接したアクセスの良さ、日光御成道や赤山城跡をはじめとした歴史的資源、イイ

ナパーク川口など豊かな自然環境とのふれあいの場、特色ある産業などを活かして、広く

「川口市」を PRし、イメージを定着させていきます。 

●市民の「川口市」への愛着を高めるとともに、本市の認知度・交流人口・定住人口の増加

を促進します。 

●既存の地域資源に加えて新たな資源の掘り起こしやブランド化を促進し、また、活用のた

めの環境整備を行います。 

２ ●歴史や文化の継承 

●文化財の魅力発信 

●本市が今日まで大切に育んできた歴史や文化を正しく理解し、次世代へ引き

継いでいくために、文化財を調査・保護することが必要です。また、地域の文

化財保護活動への支援は、コミュニティの活性化にもつながります。 

●本市は、木曽呂の富士塚、赤山城跡などの史跡や旧田中家住宅などの建造物

のほか数多くの有形・無形の文化財を有しており、その魅力を広く発信して

いくことも重要です。 

歴史的資源の

保護と活用 

●文化財や歴史的資料などの調査・収集・保存を行います。 

●文化財保護の意識や市内の文化財への知見を深めるために、積極的に企画展や講座などを

開催し、文化財を公開していきます。 

●歴史教室や見学会を通して、文化財や地域の歴史に対する関心と郷土への愛着を高めてい

きます。 

３ ●SKIP シティの有効

活用 

●SKIP シティは平成 15 年にオープンし、SKIP シティ国際 D シネマ映画祭をは

じめとした映像産業の取り組みも定着しています。平成 31年３月には、埼玉

県・NHK と「SKIP シティにおける土地交換及び新たな NHK 施設の整備に関す

る基本協定書」を交わし、令和８年度中にＮＨＫ施設の運用開始が予定され

ています。 

SKIP シティを

活用した地域

の活性化 

●SKIP シティを、映像などのコンテンツに関する新しい産業創出や情報発信の拠点として整

備・活用するほか、地域住民等の利便性向上のために整備を図ります。また、周辺駅との

アクセス性の向上を目的とした交通ネットワークの整備を推進するほか、周辺の住環境と

調和のとれた整備・活用を進めることで、多くの交流や活動を生み出し地域経済の活性化

を図ります。 

 

対応する主な
SDGs のゴール 



めざす姿Ⅳ
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施策１ 豊かな水と緑に親しめる空間の創出 

基本方針                                             目標指標 

●本市に広がる貴重で豊かな自然環境を守り、市民が自然を身近に感じながら生活できるよ

う、水と緑に親しめる憩いとやすらぎの空間を創出します。 

 指標 前期現状(年度) 前期目標(R2) 現状(年度) 目標値(R7) 

 この施策の推進が図られていると感じる人の割合[%] 44.8(H27) 現状値を上回る 48.4(R1) 現状値を上回る 

 親水護岸の整備延長[ｍ] 1,830(H26) 3,240 2,110(R1) 3,240 

 保全すべき緑地の確保[㎡] 196,473.51(H26) 200,000.00 185,003.32(R1) 200,000.00 

 

 キーワード 主な背景事象 単位施策 主な取り組み 

１ ●荒川や芝川といった

多くの河川の存在 

●うるおいある水辺空

間の整備 

●本市には、荒川、芝川といった水辺空間が豊富にあります。 

●水辺空間は、景観やレクリエーションの場として市民にうるおいややすらぎ

を与えてくれます。 

●河川をはじめとする水辺空間は、ヒートアイランド現象の抑制といった環境

保全機能に加え、治水・延焼遮断・避難地としての防災機能も備えています。 

水辺環境の整

備 

●公園や河川においては、親水性に配慮し、レクリエーション機能や防災機能を高めながら、

植生や生態系に配慮した空間を整備します。また、整備にあたっては、安全性に充分配慮

します。 

●貴重な水辺の環境に、市民がこれからも継続して親しんでもらえるよう、市民と協力しな

がら緑化や清掃活動を促進し、自然と調和した水辺環境の維持・保全を図ります。 

２ ●安行台地や見沼田ん

ぼなどの豊かな自然 

●都市化の進展による

緑地の減少 

●緑地空間が備えるさ

まざまな機能 

●イイナパーク川口の

整備 

●本市には芝川東部に広がる台地面の樹林地や植木畑及び縁辺の斜面林など多

くの緑地空間が残っていますが、激しい都市化の進展による開発圧力や、農

業の担い手不足といった営農困難な状況により、減少している状況です。 

●公園や自然に存在する緑地空間は、地球温暖化の防止やヒートアイランド現

象の抑制などの環境保全機能や、延焼遮断・避難地としての防災機能も備え

ているため、まちづくりに欠かせないものとなっています。 

●イイナパーク川口やハイウェイオアシスなどの整備に併せて、周辺に広がる

豊かな自然環境と歴史文化資源を活用し、地域住民や企業などが協力して地

域の振興を図ることが求められています。また、周辺地域における都市農業

の活性化も必要とされています。 

緑地環境の整

備 

●将来にわたり市民が緑豊かでうるおいある環境を享受できるよう保全緑地・保存樹木・生

産緑地を指定するとともに、市民の保全への理解・協力を得ながら緑地の適正な維持管理

を進めます。 

●川口市緑のまちづくり推進条例に基づく緑化率による規制のほか、生垣設置や屋上緑化な

どにより緑化を促進します。 

●植生に配慮した公園などの整備や、道路緑化といった都市における緑化を推進し、市民が

緑に親しめる空間を整備します。また、地域の公園については、市民と協力しながら維持

管理し、緑地環境の保全を図ります。 

●イイナパーク川口の整備にあたっては、本市における新たな緑のレクリエーション拠点と

なるよう整備を推進するとともに、周辺地域における拠点間の回遊性を向上することで、

地域の活性化を図ります。さらに特産の植木を活用し、年間を通して楽しめる空間の創出

を図ります。 

 

                                                                     地区別・公園・緑地等の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

川口市内の河川

県内における
延長：ｍ

流域面積：
ｋ㎡

事業
主体

県内における
延長：ｍ

流域面積：
ｋ㎡

事業
主体

荒川 一級河川 6 8 ,4 5 0 2 4 9 4 .3 8 国土交通省 右岸　2 9 ,2 2 0

芝川　(旧芝川を含む） 一級河川 2 5 ,9 0 0 埼玉県 左岸　3 1,5 7 0

新芝川 一級河川 6 ,4 0 0 埼玉県 伝右川 一級河川 13 ,12 0 2 0 .0 4 埼玉県

(旧)芝川 一級河川 5 ,5 0 0 18 .4 5 埼玉県・川口市 辰井川 一級河川 5 ,7 5 0 5 .13 埼玉県・川口市

竪川 一級河川 3 ,8 0 0 6 .8 6 埼玉県 右岸　3 ,4 8 5

藤右衛門川 一級河川 4 ,5 0 6 埼玉県 左岸　8 ,0 6 0

藤右衛門川放水路 一級河川 1,4 8 0 埼玉県 江川 準用河川 2 ,0 6 0 2 .5 7 川口市

菖蒲川 一級河川 3 ,0 0 7 14 .5 5 埼玉県 前野宿川 準用河川 2 ,5 0 0 1.8 8 川口市

緑川 一級河川 4 ,7 5 0 4 .7 5 埼玉県

笹根川 準用河川 2 ,5 10 2 .15 川口市

永堀川 準用河川 1,2 3 0 0 .6 2 川口市

毛長川 一級河川 16 .6 6 埼玉県
荒
川
水
系

利
根
川
水
系

河川法に
よる区分

延長・流域面積など

115 .2 4
(共通)

綾瀬川 一級河川 13 5 .5 9 埼玉県

18 .0 6
(共通)

水
系
区
分

名称
河川法に
よる区分

延長・流域面積など 水
系
区
分

名称

公園 緑地(※1） その他(※2 ）

数 数 数 数 面積㎡

中央 2 0 6 4 3 0 9 8 ,8 8 5

横曽根 2 6 2 4 3 2 4 1 1 ,7 17

青木 4 0 0 6 4 6 2 15 ,3 5 0

南平 4 2 1 3 4 6 16 9 ,0 14

新郷 3 2 6 1 3 9 2 4 9 ,8 9 0

神根 3 8 3 2 4 3 2 3 7 ,5 6 5

芝 4 2 0 1 6 5 8 16 6 ,7 9 4

安行 4 5 3 1 4 9 10 4 ,4 7 3

戸塚 5 0 10 4 6 4 2 8 0 ,8 5 0

鳩ヶ谷 2 4 0 2 8 5 2 117 ,3 2 7

合計 3 5 9 3 1 6 9 4 5 9 2 ,0 5 1 ,8 6 5

※1　緩衝緑地・都市緑地・緑道

※2 　児童遊園・無償提供公園

　　　種類
地区

合計

対応する主な
SDGs のゴール 
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大気関係環境基準達成状況

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 環境基準

二酸化硫黄 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

短期 0.010 0.017 0.020 0.016 0.012 0.008 0.037 0.012 0.009 0.007

長期 0.005 0.005 0.006 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002

一酸化炭素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

単位：ppm 長期 0.8 0.7 0.5 0.8 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4

浮遊粒子状物質 ○ ○ × ○ ○ × × ○ ○ ○

短期 0.194 0.178 0.313 0.200 0.140 0.206 0.205 0.177 0.144 0.170

長期 0.066 0.058 0.053 0.061 0.054 0.065 0.048 0.046 0.049 0.056

二酸化窒素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

単位：ppm 長期 0.049 0.047 0.047 0.048 0.046 0.047 0.043 0.047 0.042 0.035

光化学オキシダント × × × × × × × × × ×

単位：ppm 短期 0.217 0.137 0.163 0.180 0.155 0.165 0.139 0.161 0.154 0.195

微小粒子状物質（PM2.5） - - × × × × × × ○ ○

短期 37.0 45.0 39.7 39.2 37.3 38.3 33.9 29.5

長期 13.7 14.9 15.0 15.4 15.1 14.8 13.7 12.6

ベンゼン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1.1 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 1.0 1.1 0.99 0.90

トリクロロエチレン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1.5 1.4 3.3 3.4 3.8 5.5 3.3 4.2 3.5 2.8

テトラクロロエチレン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

0.38 0.30 1.4 1.3 0.82 1.1 0.88 0.73 1.1 0.43

ジクロロメタン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2.2 2.0 6.2 4.0 4.3 5.2 4.2 3.6 3.9 2.7

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

0.069 0.070 0.081 0.055 0.052 0.040 0.082 0.053 0.046 0.028

90 90 73 82 82 73 73 82 91 91

ダイオキシン類
1年平均値が0.6pg-TEQ/ 以下であること

単位：pg-TEQ/ 

達成率（%）

有
害
大
気
汚
染
物
質

1年平均値が3μg/ 以下であること
単位： / 

1年平均値が200μg/ 以下であること(平成29年度まで)
1年平均値が130μg/ 以下であること(平成30年度から)単位： / 

1年平均値が200μg/ 以下であること
単位： / 

1年平均値が150μg/ 以下であること
単位： / 

大
気
汚
染
常
時
監
視

1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が
0.1ppm以下であること単位：ppm

1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時
間平均値が20ppm以下であること

1時間値の1日平均値が0.10mg/ 以下であり、かつ、1時間値が
0.20mg/ 以下であること単位：mg/ 

1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内また
はそれ以下であること

1時間値が0.06ppm以下であること

1年平均値が15μg/ 以下であり、かつ、1日平均値が35μg/ 
以下であること単位： / 

施策２ 環境の保全と創造 

基本方針                                             目標指標 

●市民とともに環境問題に対する意識を高め、良好な生活環境の保全と地球温暖化の防止に

向けた取り組みを積極的に推進し、安心して生活できる環境をめざします。 

 指標 前期現状(年度) 前期目標(R2) 現状(年度) 目標値(R7) 

 この施策の推進が図られていると感じる人の割合[%] 17.6(H27) 現状値を上回る 17.9(R1) 現状値を上回る 

 市域の温室効果ガスの排出量[千 t-CO2] 2,701.3(H24) 1,798.0 2,412.0(H28) 2,173.0 

 

 キーワード 主な背景事象 単位施策 主な取り組み 

１ ●PM2.5 などの大気汚

染問題 

●多様化するライフス

タイル 

○新浄化槽の適正な維持

管理の促進 

●平成 22 年 3 月には、光化学オキシダントや二酸化窒素などに加え、微小粒子状

物質（PM2.5）が常時監視の対象になりました。 

●騒音や振動は、事業所、工事現場、交通といったものが主な発生源でしたが、近

年はライフスタイルの多様化がもたらす生活騒音の問題も多くなっています。 

●河川の水質は、高度経済成長期に著しく汚れていましたが、水質規制の強化、公

共下水道の整備や合併処理浄化槽の普及により大幅に改善されています。さらな

る改善のためには、生活排水対策が重要な課題となっています。 

生活環境の

保全 

●大気汚染物質や河川・地下水の常時監視をすることで生活環境の把握と適切な情報提供に

努めます。 

●排水や騒音・振動を測定し、公害の規制や指導を行うことで、発生抑制に努めます。 

●良好な生活環境を保つため、浄化槽の適切な維持管理による生活排水の改善や近隣トラブ

ルとなりやすい生活騒音の防止など、身近な環境問題に対する指導・助言のほか啓発事業

を推進します。 

２ ●地球温暖化による自

然環境への影響 

●東日本大震災以降高

まった省エネルギー

意識 

○新低炭素社会の実現 

●地球温暖化は、気象や生態系に影響を及ぼし、人間社会にも影響を与えており、

その原因は、人為起源の温室効果ガスの排出である可能性が極めて高いと報告さ

れています。 

●国は「パリ協定」の採択を受け、「地球温暖化対策計画」を策定しました。これ

により、国、地方公共団体、事業者および国民、各々が、温室効果ガス排出量削

減目標に向けての取り組みをさらに進めていくことが求められています。 

地球環境の

保全 

●環境啓発や環境学習の充実を図り、市民や事業者の環境に対する意識を高め、省エネルギ

ーに配慮した生活や事業活動を促すことで、温室効果ガスの排出を抑制し、地球環境に配

慮した暮らしを実践するまちをめざします。 

●家庭や事業所における再生可能エネルギーの利用促進や、省エネルギー機器・設備の導入

を積極的に支援していきます。 

３ ○新生物多様性の保全 ○新私たちの暮らしは、水、食べ物など、生物多様性から生み出される自然の恵みに

支えられていますが、この生物多様性は、人間活動や開発などにより急速に失わ

れつつあります。自然と共生した持続可能な社会を実現していくためには、生物

多様性を保全していくことが重要です。 

○新外来生物が人為的に持ち込まれたことにより、生態系に影響を与えています。 

○新 生物多様

性の保全 

○新一人でも多くの方々が身近な自然と触れ合い、生物多様性について理解を深められるよう

に、チラシなどによる周知啓発や市民参加型の生きもの調査などを実施します。 

○新生態系調査を実施し、市内の動植物の実態を把握することにより、自然的社会的条件に応

じた生物多様性の保全についての取り組みを推進していきます。 

○新「埼玉県アライグマ防除実施計画」にもとづき、アライグマの駆除をします。また、外来

生物が与える生態系への影響などについて周知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「○」は達成、「×」は非達成、「-」は有効測定日数未満を示す 

※測定値は年度最高値を示す 

※達成率(％)＝(環境基準達成項目数÷環境基準設定項目数)×100 

対応する主な
SDGs のゴール 

温室効果ガス排出量の推移 （単位：千t－CO2）

（基準年度）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

排出量 排出量 排出量 排出量

二酸化炭素 2,548.0 2,437.3 2,351.0 2,237.5

メタン 2.5 2.5 2.4 2.3

一酸化二窒素 18.3 18.2 18.2 17.5

その他ガス 118.7 132.6 140.6 154.8

合計 2,687.5 2,590.5 2,512.1 2,412.0

※四捨五入により合計が各項目の和と一致しない場合があります
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施策３ 廃棄物の減量化・再資源化・適正処理の推進 

基本方針                                             目標指標 

●廃棄物の発生抑制や適正な処理、循環資源利用の促進により、天然資源の消費を抑制し、環

境への負荷をできる限り低減した循環型社会の形成を推進します。 

 指標 前期現状(年度) 前期目標(R2) 現状(年度) 目標値(R7) 

 この施策の推進が図られていると感じる人の割合[%] 47.1(H27) 現状値を上回る 42.4(R1) 現状値を上回る 

 1 人 1 日あたりの廃棄物排出量[g/人・日] 876(H26) 864 826(R1) 784 

 

 キーワード 主な背景事象 単位施策 主な取り組み 

１ ●ライフスタイルの多

様化 

●経済活動の変動 

●ごみ出しルールの啓

発 

●不法投棄や散乱ごみ

への対策 

●日々の生活から排出されるごみの量と質は、ライフスタイルの変化に大きく

影響を受けます。また、人口の増減や経済活動の変動は、本市全体のごみの発

生量や質に影響を与えます。 

●焼却処理されている一般ごみの中には、分別して出されれば再資源化できる

ものが多く含まれています。しかし、分別されずに出された資源物は、品目ご

との収集が難しく再資源化が困難です。 

●不法投棄された一般廃棄物は、市の負担で回収と処理を行っています。また、

ポイ捨てされた散乱ごみは、分別が困難なことや汚れなどのため再資源化が

難しい状況です。 

廃棄物の減量

化・再資源化 

●マイバッグやマイボトルの使用、生ごみ処理容器の活用など、環境に配慮したライフスタ

イルが市民の共通認識になるように努め、廃棄物の減量化をさらに推進していきます。 

●エコリサイクル推進事業所制度の推進及び、事業系ごみに関する情報提供や排出指導など

により、事業者による廃棄物の減量化と再資源化を促進します。 

●再資源化を推進するためには、ごみの分け方と出し方を守ることが基本となるため、地域

の実情に即した啓発活動に積極的に取り組みます。 

●クリーン推進員制度や、まち美化促進プログラムなどを活用するとともに、ごみ集積所パ

トロールの実施などにより、不法投棄やポイ捨てをさせない環境をつくり、ごみの正しい

分別と排出を促します。 

２ ●老朽化した廃棄物処

理施設の更新 

●最終処分量の削減と

熱エネルギーの有効

活用 

●適正処理困難物への

対応 

○新 産業廃棄物の適正

処理 

●本市の多くの廃棄物処理施設は 2020 年代に建替えや改修の時期を迎えます。 

●焼却処理によって生じた残さは、可能な限り削減に努め、環境負荷の低減を

図ることが重要です。また、焼却処理により発生する熱エネルギーを発電や

熱供給に有効活用していく必要があります。 

●市の施設での処理が困難なスプリングマットレスやスキー板などの適正処理

困難物については、専門業者へ処理委託をしなければならず負担となってい

ます。 

○新産業廃棄物が不適正に処理された場合、周辺環境に大きく影響を与える恐れ

があります。 

廃棄物の適正

処理の推進 

●廃棄物処理施設・設備の適切な維持管理に努めるとともに、計画的に建替えや改修を実施

することで、処理能力の確保と延命化を図り、廃棄物を安定的かつ適正に処理します。 

●廃棄物を焼却する際に発生する焼却灰をセメント化や溶融スラグ化等による再資源化をす

ることで最終処分量を削減し、環境負荷を低減します。また、ごみ焼却施設の発電効率や

熱回収率の向上を図り、循環型社会の形成に資する廃棄物処理を推進します。 

●適正処理困難物については、事業者による処理システムの構築を求めるとともに、排出者

の応益負担の適正化に努めます。 

○新産業廃棄物に係る許認可の申請に対する適確な審査や、排出事業者、処理事業者に対する

指導などを通じ、適正処理の促進と不適正処理の未然防止に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみの発生量の推移

平成2 2 年度 平成2 3 年度 平成2 4 年度 平成2 5 年度 平成2 6 年度 平成2 7 年度 平成2 8 年度 平成2 9 年度 平成3 0 年度 令和元年度

家庭系ごみ(集団資源回収を含む) 12 8 ,4 2 4 13 9 ,2 3 8 1 4 5 ,0 4 3 14 4 ,7 9 0 14 1 ,6 8 6 14 1,1 4 6 1 3 9 ,0 0 6 13 7 ,0 7 0 13 7 ,4 2 1 13 8 ,4 8 8

事業系ごみ 4 9 ,9 3 0 4 9 ,5 0 5 4 9 ,2 9 3 4 8 ,3 1 7 4 7 ,13 0 4 6 ,8 7 7 4 6 ,0 5 6 4 5 ,5 15 4 4 ,7 8 3 4 5 ,0 7 9

災害廃棄物 3 2 2 9 2 2 1 － － 13 3 3 3 3

合計 17 8 ,3 8 6 18 8 ,7 7 2 1 9 4 ,3 3 8 19 3 ,1 0 9 18 8 ,8 17 18 8 ,0 2 3 1 8 5 ,0 6 2 18 2 ,5 9 8 18 2 ,2 0 7 18 3 ,8 9 9

対応する主な
SDGs のゴール 

（ｔ） 


